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定 期 監 査 の 結 果 に つ い て （ 令 和 ７ 年 度 第 ２ 次 ）  

 

地 方 自 治 法 第 199 条 第 １ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 定 期 監 査 を 行 っ た

の で 、同 条 第 ９ 項 の 規 定 に よ り 、監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 書 を 提 出 し ま す 。  

な お 、 本 監 査 及 び 報 告 は 大 牟 田 市 監 査 基 準 に 準 拠 し て い ま す 。  

 

１  監 査 の 種 類  定 期 監 査  

２  監 査 の 対 象 部 局 等   企 画 総 務 部 、 保 健 福 祉 部 、 市 議 会 事 務 局  

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 、 公 平 委 員 会 事 務 局  

３  監 査 の 実 施 期 間  

令 和 ７ 年 12 月 １ 日 （ 月 ） か ら 令 和 ８ 年 ２ 月 ８ 日 （ 日 ） ま で  

４  監 査 の 対 象 及 び 範 囲  

財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 等   令 和 ７ 年 10 月 末 日 現 在  

物 品 、 現 金 等 の 管 理      検 査 日 現 在  

５  監 査 の 着 眼 点  

   監 査 の 対 象 と な っ た 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 及 び 経 営 に 係 る 事

業 の 管 理 が 法 令 に 適 合 し 、正 確 に 行 わ れ 、最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果

を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て い る こ と 。 

６  監 査 の 方 法  

今 回 の 監 査 は 、主 に 令 和 ７ 年 度 に お け る 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 状

況 を 対 象 と し 、関 係 法 規 及 び 予 算 に 基 づ き 適 正 に 管 理 、執 行 さ れ て い

る か ど う か に つ い て 試 査 す る と と も に 、関 係 職 員 等 か ら の 説 明 を 受 け

実 施 し た 。  

７  監 査 の 結 果  

監 査 対 象 の 事 務 に つ い て は 、 概 ね 適 正 に 執 行 さ れ て い た が 、 そ の 一

部 に お い て 、 次 の と お り 個 別 指 摘 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 必 要 な 措 置

を 講 じ ら れ た い 。  

な お 、 個 別 指 摘 事 項 に 対 す る 措 置 が 講 じ ら れ た 場 合 は 、 そ の 通 知 を

求 め る も の で あ る （ 地 方 自 治 法 第 19 9 条 第 14 項 ） 。  

 

【 監 査 項 目 】  

一 般 会 計  

（ 企 画 総 務 部 ）  
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[歳 入 ]  

１  地 方 譲 与 税 、 利 子 割 交 付 金 、 配 当 割 交 付 金        （ 財 政 課 ） 

２  市 有 地 貸 付 収 入          （ 公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 ） 

 （ １ ） 市 有 地 貸 付 収 入  

 （ ２ ） 市 有 地 貸 付 収 入 （ 滞 納 繰 越 分 ）  

 

[歳 出 ]  

３  商 工 統 計 費                      (総 務 課 ） 

（ ４ ） 国 勢 調 査 関 係 費                  

４  総 合 計 画 費                    （ 総 合 政 策 課 ） 

５  秘 書 事 務 費                      （ 秘 書 課 ） 

 （ ２ ） 市 政 功 労 者 表 彰 費                 

６  シ テ ィ プ ロ モ ー シ ョ ン 推 進 費              （ 広 報 課 ） 

７  人 事 管 理 費                      （ 人 事 課 ） 

（ ３ ） 職 員 採 用 関 係 費                  

８  職 員 福 利 厚 生 費                  （ 職 員 厚 生 課 ） 

９  情 報 通 信 管 理 運 営 費            （ デ ジ タ ル 行 政 推 進 室 ） 

（ １ ） 電 子 市 役 所 推 進 費 （ そ の 他 委 託 料 ）  

（ ２ ） 住 民 情 報 シ ス テ ム 関 係 費 （ そ の 他 委 託 料 ）  

10 庁 舎 整 備 推 進 事 業 費          （ 庁 舎 整 備・組 織 改 革 推 進 室 ） 

11 契 約 検 査 室 管 理 運 営 費               （ 契 約 検 査 室 ） 

 

［ 公 印 ・ 物 品 ］  

12 公 印 ・ 物 品 の 管 理  

  （ 広 報 課 、 職 員 厚 生 課 、 公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 、  

世 界 遺 産 ・ 文 化 財 室 、 デ ジ タ ル 行 政 推 進 室 ）  

 

（ 保 健 福 祉 部 ）  

[歳 入 ]  

１  貸 付 金 元 利 収 入                    （ 福 祉 課 ） 

専 修 学 校 等 技 能 習 得 資 金 貸 付 金 収 入  

災 害 援 護 資 金 貸 付 金 元 利 収 入             

 ２  生 活 保 護 費 返 還 金                   （ 保 護 課 ） 
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[歳 出 ]  

３  社 会 福 祉 統 計 費                （ 保 健 福 祉 総 務 課 ） 

 （ １ ） 国 民 生 活 基 礎 調 査 費             

４  公 害 に か か る 健 康 被 害 の 補 償 等           （ 保 健 衛 生 課 ） 

（ 法 令 分 ） 補 償 給 付 費  

（ 条 例 分 ） 保 護 給 付 費                

５  歯 科 保 健 対 策 費                 （ 健 康 づ く り 課 ） 

６  重 層 的 支 援 事 業 費                   （ 福 祉 課 ） 

（ ４ ） 成 年 後 見 セ ン タ ー 運 営 委 託 費  

７  学 童 保 育 所 等 管 理 運 営 費             （ 子 ど も 育 成 課 ） 

 （ １ ） 学 童 保 育 所 等 管 理 費 （ 委 託 料 ）         

８  児 童 手 当 給 付 費                 （ 子 ど も 家 庭 課 ） 

 

[公 印 ・ 物 品 ]  

９  公 印・物 品 の 管 理          （ 福 祉 課（ 旧 福 祉 課 所 管 分 ）） 

 

（ 市 議 会 事 務 局 ）  

[歳 出 ]  

１  議 員 報 酬 等                   （ 市 議 会 事 務 局 ） 

 

（ 公 平 委 員 会 事 務局 ）  

[歳 出 ]  

１  公 平 委 員 報 酬                （ 公 平 委 員 会 事 務 局 ）   

２  公 平 委 員 会 運 営 費              （ 公 平 委 員 会 事 務 局 ） 

 

介 護 保 険 特 別 会 計（ 介 護 保 険 事 業 勘定 ）  

（ 保 健 福 祉 部 ）  

[歳 出 ]  

１  成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業 費              （ 福 祉 課 ） 

 

 

【 個 別 指 摘 事 項 】  

一般 会計  

（ 保 健 福 祉 部 ）  
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１  生 活 保 護 費 返 還 金                    （ 保 護 課 ） 

 令 和 ７ 年 ６ 月 に 生 活 保 護 費 の 費 用 返 還 が 決 定 し た 事 例 に つ い

て 、 以 下 の よ う な 事 務 処 理 が 行 わ れ て い た 。  

返 還 金 の 内 容 は 、 令 和 ３ 年 1 1 月 か ら 生 活 保 護 の 受 給 が 開 始 と

な っ た 被 保 護 者 が 、 保 護 開 始 前 の 平 成 3 0 年 ６ 月 ま で 遡 及 し て 年

金 受 給 開 始 と な り 令 和 ５ 年 1 1 月 に 過 去 分 の 一 時 払 い を 受 け た た  

め 、 保 護 開 始 時 か ら の 扶 助 費 に 過 払 い が 生 じ た も の で あ る 。  

令 和 ５ 年 1 0 月 に 被 保 護 者 か ら 年 金 受 給 が 確 認 で き る 書 類 の 提

出 を 受 け て い た に も か か わ ら ず 、保 護 開 始 後 の 年 金 遡 及 受 給 額 分

の 保 護 費 返 還 手 続 き を 適 切 に 行 っ て い な か っ た 。ま た 、そ の 後 の

保 護 廃 止 の 手 続 き な ど を 速 や か に 行 っ て い な か っ た 。  

 本 事 例 以 外 に も 、被 保 護 世 帯 か ら 収 入 の 届 け 出 が あ っ た ケ ー ス

に お い て 、 ケ ー ス ワ ー カ ー に よ る 収 入 認 定 漏 れ 等 を 理 由 と し て 、

支 給 し た 保 護 費 の 返 還 を 命 じ て い る も の が 散 見 さ れ た 。  

 

  こ の よ う な 不 適 切 な 事 務 処 理 を 未 然 に 防 ぐ た め 、職 場 研 修 の 実

施 や 査 察 指 導 員 に よ る 各 地 区 担 当 ケ ー ス ワ ー カ ー 業 務 の 進 捗 管

理 の 徹 底 に 取 り 組 ま れ た い 。  

  

介護 保険 特別 会計 （介 護保 険事 業勘 定）  

（ 保 健 福 祉 部 ）  

１  成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業 費               （ 福 祉 課 ） 

成 年 後 見 制 度 利 用 開 始 審 判 の 市 長 申 立 以 外 の 申 立 分 で 、 市 に

報 酬 を 求 め る 期 間 が ４ 月 ～ ７ 月 の ４ ヶ 月 分 の ケ ー ス に 対 し て 、

大 牟 田 市 成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業 実 施 要 綱 （ 以 下 、 「 要 綱 」

と い う 。 ） に 基 づ き 算 定 し た 報 酬 助 成 額 を 支 払 っ て い た 。  

要 綱 第 ９ 条 第 １ 項 （ １ ） に 、 助 成 額 は 「 家 庭 裁 判 所 が 決 定 す

る 後 見 人 等 の 報 酬 額 と 次 項 に 定 め る 上 限 額 の う ち い ず れ か 低

い 方 」 と さ れ 、 要 綱 に 基 づ き 算 定 し た 額 が 支 払 わ れ て い た が 、

裁 判 所 の 決 定 額 （ 1 2 月 分 ） を 対 象 月 数 で 案 分 し た 額 の 方 が 低 く

過 払 い と な っ て い た 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

過 払 い 分 に つ い て 返 還 を 求 め ら れ た い 。  


